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中医協総会

10月15日に開催された中医協総会は、慢性期入院医療のあり方に関する総合的検討
を「慢性期入院医療の包括評価調査分科会」に委託することを決めた。委託内容は、概
ね、診療側が要求していた調査・分析事項にそった内容となった。
具体的には、①2010年度改定における療養病棟入院基本料区分変更の影響を検証す

る、②慢性期入院医療のあり方の総合的検討に役立つ各種の検証を行なう、③今後の認
知症患者の状態把握方法、その適切な評価のあり方について検討する、というもの。
事務局（厚労省保険局医療課）は、②の慢性期入院に関する検証作業には、一般病床長

期入院患者に対する医療区分・ADL区分に基づく包括評価導入の可否と特定患者およ
び特定入院基本料のあり方という課題も含まれる、と説明した。
この検証作業は、直接には支払側の提案を受け入れたものだ。15対1・13対1の長

期入院患者に慢性期入院の包括評価を導入する考えは、2010年度改定では診療側の強
い否定で見送られた。しかし、医療課は引き続きこの実現を企図しており、次期改定で
重要な争点になろうとしている。
この論点に影響するデータとして、横断調査で、不正確な方法で療養病棟と一般病棟

の患者特性と医療的処置の実施状況を比較していることが判明。それを指摘した診療側
西澤委員（全日病会長）は、一般病棟の長期入院患者に対する新たな詳細調査を提案した。
鈴木康裕医療課長は、慢性期分科会の判断によっては15対1・13対1病棟の詳細調査

を追加実施する可能性があることを認めた。
慢性期分科会は慢性期病床の実態を探る横断調査を2010年度内に実施することを決

めていたが、厚労省が独自判断で横断調査を実施したため、今回の中医協指示を基に、
あらためて、追加調査を含む検証・検討作業に取り組むことになった。

横断調査の一般病棟と療養病棟の比較に異議！
一般病棟全患者に慢性期入院指標を当てはめて療養病棟と比較

中医協の事務局は、10月15日の総会
に、厚労省が今年1・4月に実施した「療
養病床の転換意向等調査」と6月に行な
った「医療施設・介護施設の利用者に関
する横断調査」の結果を報告した。
鈴木医療課長は、横断調査の結果に

ついて、2005年と08年の医療療養病棟
と介護療養病棟における医療区分分布
の比較から「機能分化が進んできている」
と評価。医療区分3のカテゴリーに入る
中心静脈栄養や酸素療法等の実施率を
紹介し、「医療的処置はかなり医療療養
に特化してきている」と説明した。
鈴木課長は一般病床と医療療養病床

の比較にも言及、軽快・治癒の割合を取
り上げて、「医療療養だと10%内外と非
常に低いが、一般病棟の13対1は約6割、

15対1は約5割と、療養病棟と一般病棟
では患者の予後がかなり違う」と指摘。
さらに、「そのほかにも、例えば患者さ
んの平均年齢や在院日数などにかなり
の違いがある」と両病棟における患者
特性が異なっていることを認める一方、
「詳しくは慢性期分科会で分析をさせ
ていただきたい」と述べ、慢性期分科
会に分析を委託することを提案した。
この件に関して、同課長は、さらに、

「一部、一般病床に入っている患者と療
養病床に入っている患者と類似してい
る点が見られるが、転帰なり平均在院
日数等がかなり違う面もある」とも指
摘。「このところをどう考えたらいいの
か」という問題意識を示した。

とか在院日数も関係なく比較されると、
13対1や15対1よりも医療療養の方が医
療提供をしている割合が高いように見
える。しかし、これは、あくまでも療養
病床における医療処置を拾い出したも
ので、急性期の疾患すべてに当てはま
る医療行為ではない。これを使うと、あ
たかも医療療養と一般病棟における医
療提供に差がない、あるいは、医療療
養の方が医療必要度が高いという誤っ
た認識を持たれかねない」と批判した。
これに対して、鈴木課長は「この数

字は、もちろん、若い人も在院期間の
短い人も含めての数字である」ことをあ
らためて認めた。
その上で、「この統計は一般病棟の

13対1・15対1に入っている全患者につ
いて調べたものであるが、年齢等々は
すべてとってあるので、それに分けて
分析することは可能である。それから、
この調査結果を我々が説明する際には
必ず、これはそのまま素直には比較で
きないと、そこの点は注意していきた
いと思っている」と釈明した。
鈴木課長の説明を受け、西澤委員は、
厚労省横断調査の再集計ではあきたら
ず、一般病棟の患者特性を明らかにし
た上で医療提供の実態を捕捉する詳細
調査を求めた。
議論の結果、（1）一般病棟との比較を
含めて、慢性期入院医療のあり方を検
討する上で、慢性期分科会が必要とす
るデータがあれば、分科会として詳細
な追加調査を行なうことを認める、（2）
今後、中医協として療養病床の問題を
議論する場合は、介護療養の関係者を
招聘し、意見を聞く機会を持つ、こと
を確認した。

さらに、診療側委員からは、中医協
委員として慢性期入院医療現場の見学
を行なうという提案がなされたが、具
体的な対応は遠藤中医協会長の検討に
委ねることにした。
議論の過程で、診療側は、15対1・13
対1の長期入院患者に医療区分を適用
したいとする医療課の意図を拒否した
結果、その方針が見送られた前改定に
言及、次期改定においても、そうした
考えに変わりはないことを強調した。
これに関連して、診療側は、「地域

によっては15対1・13対1の病院が急性
期入院医療を担っている」と指摘した。
この指摘について、鈴木医療課長は、
急性期医療を担っている15対1・13対1
の存在は「地方特性の問題」であるとい
う認識を明らかにし、15対1・13対1の
機能一般の評価とは別問題とみなす可
能性を示唆した。

医療区分見直し議論の可能性

慢性期入院医療に関する診療側意見
の中には、医療区分・ADL区分と診療
報酬点数の関係を検証するよう求める
意見もあった。さらには、医療区分・
ADL区分の内容見直しに踏み込むべし
との要求も出た。
鈴木医療課長は、前者の問題につい

ては、前回改定で5段階を9段階へ増や
したことが適切であったか否かの評価
を踏まえ、その手直しの必要性有無を
調査する必要性を認める一方、医療区
分・ADL区分の内容見直しにまで踏み
込むことには否定的なニュアンスを示
したものの、最終的には分科会と中医
協の議論に従うという意向を明らかに
した。（3面に続く）

13対1・15対1の一般病床には、前述の
軽快・転帰率で明らかなように急性期
かつ非高齢の患者が少なくないにもか
かわらず、厚労省の横断調査は、一般
病棟の全入院患者に医療区分とADL区
分をあてはめてその分布をみるグラフ
を、あるいは療養病棟における医療的

処置の実施割合を一般病棟の全患者に
あてはめたグラフを、注釈なく載せた。
この、誤解を招きかねない、恣意的

とも思える調査結果の表示の仕方につ
いて、診療側の西澤委員（全日病会長）
は、再三、事実関係を確認した上で、
「急性期の病床と慢性期の病床を年齢

緊急総合経済対策で医療・介護に8,200億円
地域医療再生基金を拡充、3次圏の医療提供体制を整備

政府は10月26日の閣議で2010年度補
正予算案（総額4兆4,292億円）を決定し
た。補正予算は「円高・デフレ対応のた
めの緊急総合経済対策」（10月8日）を実
施するための措置を行なうもので、既
定経費減額分（1兆4,313億円）を加えた
実質補正額は5兆8,605億円。このうち
の4兆8,513億円が「緊急総合経済対策」
に当てられた。公共事業契約の前倒し
（2,388億円）を加えると、経済対策の規
模は5.1兆円程になる。
財源は税収の増額分や余剰金等に依

拠、補正予算（経済対策用）としては1999
年度1次補正以来、11年ぶりに国債の新
規発行を見送った。

緊急総合経済対策のうちの厚生労働
省関連は総額1兆4,322億円、医療関連
としては6,701億円が計上された。その
うちの2,599億円が「地域医療の再生と
医療機関等の機能強化」に投入される。
介護の枠は1,506億円にとどまった。
その内訳は、①都道府県を単位とし

た高度・専門医療、救急医療等の整備・
拡充等2,100億円（都道府県の地域医療
再生基金を拡充し、高度・専門医療や救
命救急センターなど3次医療圏の広域
的な医療提供体制を整備・拡充する）、
②院内感染対策サーベイランス事業の機
能強化4,900万円、③医療機関の機能・
設備強化499億円。

昨年度の補正予算で一部執行停止と
なった地域医療再生基金の拡充が図ら
れることになる。ほかに、「疾病対策の
推進」1,200億円、「現行高齢者医療制度
の負担軽減措置の継続」2,807億円が計
上された。「疾病対策の推進」には子宮
頸がん等のワクチン接種の促進として
1,085億円が組み込まれた。
今回の緊急総合経済対策は、「新成長
戦略実現に向けた3段構えの経済対策」
（9月10日閣議決定）の「ステップ2」とな
る。「ステップ1」は同日閣議決定され
た「急激な円高やデフレに対応する追
加経済対策」で、事業規模は約9.8兆円。
ただし、その実態は、10年度予算で

景気対策用に新設された「経済危機対
応・地域活性化予備費」（1兆円）を投入
するほかは、100項目にのぼる規制・制
度改革が中心の「お金を使わない経済
対策」だ。
それでも、この「追加経済対策」には、
①短期滞在ビザに“医療”を明示した「医
療滞在ビザ」の設置、②訪問看護ステー
ション開設要件の緩和（10年度中に結
論）、③薬事承認審査の手続きの緩和
（年度内に薬事・食品衛生審議会の規定
を改正）などの規制緩和以外に、④災害
拠点病院などの耐震化対策ほかが盛り
込まれた。
政府は、「ステップ3」として来年度予

算や税制改正、11年度新成長戦略の本
格実施を講じる中で、デフレ脱却と景
気自律的回復に向けた道筋を見出した
いとしている。

▲中医協総会に臨む診療側（左から）西澤委員（全日病会長）、鈴木委員、嘉山委員、安達委員
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機能評価係数の見直し、抗がん剤
を含む高額薬剤等の取扱い（包括範
囲のあり方）等、今後の具体的な検討
を進める上で、DPC制度の基本的な
考え方に関連した以下のような事項
や論点についてどう考えるか。
①包括評価の対象患者
・現行DPC制度の対象患者・除外患
者の整理について課題はあるか。あ
るとすればどのような課題か。（基
本的考え方に照らして見直すべき点
はあるか）
・精神病棟へのDPC制度適用につい
てどう考えるか。
②包括評価の対象とする診療報酬項
目（包括範囲）
・包括範囲については、今後、抗が
ん剤を含む高額薬剤等の取扱い等に
関する検討の中で改めて議論し整理
する予定。
・その前提で、現行包括範囲の設定
の基本的考え方について、課題があ
るか。あるとすればどのような課題
か。

③包括評価の算定方式（1日当たり
定額報酬算定）
・包括評価の算定方式として、現行
DPC制度では、制度導入時の様々な
検討の結果として、1日当たりの定
額報酬算定方式が採用されている。
・現時点でこの算定方式について課
題があるか。課題があるとすれば、
どのような課題か。
・1日あたり定額報酬の具体的な設
定方法として、平均在院日数を勘案
した3段階の設定方式（入院期間Ⅰ・
Ⅱ・Ⅲ）としているが、この評価手法
について課題はあるか。あるとすれ
ばどのような課題か。
④医療機関別係数による評価
・医療機関別係数のあり方について
は、次回以降、更に具体的な論点を
整理して検討する予定。
・その前提で、現行の医療機関別係
数の設定による評価（定額報酬に対
する乗数設定）という基本的な考え
方について、課題があるか。あると
すれば、どのような課題か。

「レセ情報を活用、それを医療改革に繋げるべき」

係数Ⅱの改定日は4月1日

審査支払機関在り方検討会 長谷川委員が提起。厚労省は抜本改革の議論に消極的

10月26日に開かれた厚労省の「審査支
払機関の在り方に関する検討会」は4回
にわたった関係者による審査・支払業
務に関する実情報告を一巡させた。今
後、総括的議論に入り、年末までに3回
の会合を予定、報告のとりまとめを目指
す。
検討会はすでに7回開かれているが、

審査査定基準の標準化といった議論は
ともかく、国保連や支払基金における
業務改革の現状と展望をテーマとした
釈明と決意表明が前面に出る傾向が強
く、ややもすると「職員を削減する」と
か「審査要員が不足している」など瑣末
な話題が先行しがちで、さながら、“統
合”におびえる国保連と支払基金のア
プローチ合戦というおもむきが強かっ
た。
同日も、冒頭、いきなり国保連の委

員が支払基金が用意したペーパーを取
り上げ、「支払基金が業務と組織につ
いて国保連と対比した資料を出してい
る。自らの事を述べるのはよいが、わ

ざわざ他機関を引き合いに出すのはい
かがなものか」と述べ、事務局（厚労省
保険局保険課・国民健保課）の見解を求
める異例の場面があった。
これについては、事務局も、「今後、

そうした類の資料は私どもが用意しま
しょう」ととりなしたが、その直後、ゲ
ストスピーカーである東京都国保連の
審査委員が報告する段になると、「実
は、私が用意した資料にも支払基金さ
んとの比較が入っている。こういうこ
とになるとは思わなかったものですか
ら」と詫び、会場の失笑を買った。
組織防衛に走る両機関の低次元なや

りとりに業を煮やした構成員からは、
「一体、この検討会は審査支払機関の統
合を含む大枠をどう設計するかという
ことで始まったのではないか。それと
も業務改善のための助言にとどまるの
か」と苛立ちの意見が示されたが、議
論はこれまで、業務改善策中心に展開
されてきた感が強い。
その中で、構成員の1人である長谷

川東邦大医学部教授は、「現状を基にし
たマイナーチェンジと抜本的なチェンジ
ではまったく違う。電子化とはレビュ
ーのフロー、業務のフローを一変させ
るもの。それを、わずかな業務改革や
2～3日支払を早める話に矮小化させる
のであればIT化の意味がない。米国も
韓国も請求後2週間での支払いが当た
り前とされている。第一、ITによって、
被保険者の健康状況が一目瞭然となる
というのに、それを活かす議論がまっ
たくなされていない。マイナーチェン
ジですむのであれば自前で議論しても
らえばよい。ITで世界はどう変わって
いるか。そのことに目を向けて議論し
なければならない」と、検討会の現状
を批判した。
長谷川教授は、さらに、「レセプトは

重要な情報だ。そこから医療の形がみ
える。それを駆使して医療改革につな
げられる支払機関であるべきだ」とも
提起、審査支払機関とともに保険者に
も自覚をうながした。

これに、森田座長（東大大学院教授）
も「IT化は世界の流れ。しかし、それ
だけで（審査や支払機関の短縮などが）
変わるものではない。例えば診療報酬
のあり方、つまり、枠の外の問題も絡
んでくることだろう。しかし、枠の外
の問題に言及することも必要かもしれ
ない」と応じた。
こうしたやりとりに、事務局は、「医

療制度全体にまで言及すると審査支払
機関のあり方を議論している検討会の
範囲を超える」と否定的見解を示したが、
同検討会は、審査支払機能の抜本改革
議論に踏み込むべきとする意見と部分
手直しでよしとする意見が混在するま
ま、総括的議論に入ろうとしている。
同日の検討会に、事務局は、「IT化

にともなう支払早期化」という課題が
社保審の医療保険部会に提起されたこ
とを紹介した。
この問題に対して、検討会にオブザ

ーバー参加している健保連の高智参与
は、「支払早期化は当初、小規模の組合
に大変かと思ったが、調査したところ、
実は大きな組合も資金繰りの上で困難
視していることが分かった。要請に応
えることは難しいかもしれない」と発
言した。

DPC評価分科会 次期改定に向け、DPC制度の見直し議論に着手

DPCに関する2010年度影響調査およ
び特別調査の設計と実施要領を決めた
DPC評価分科会は10月26日、次期改定
に向けたDPC制度の見直し議論をスタ
ートさせた。
事務局（厚労省保険局医療課）は、ま

ず、今改定で導入された機能評価係数
Ⅱの運用方法の考え方を提起。続いて、
「DPC制度の基本的な考え方に関連する
論点」を提示した。
前者について、事務局は、毎年改定

すると決められた係数Ⅱの改定実施日
を、改定年と中間年ともども4月1日と
することを提案、了承を得た。
評価対象のうち、体制評価について

は基本的に医療機関からの届出事項に
依拠するが、診療実績（データ提出指数、
効率性指数、複雑性指数、カバー率指
数、救急医療係数）に関しては毎年4～
10月と7ヵ月分の実績データで評価する
が、2011年度改定に際しては7月～10
月までの4ヵ月分で評価する。
さらに、体制評価のうちの地域医療

指数に関しては10月1日を評価基準日
とすることを、それぞれ了承した。
改定日を4月1日とすると、事務処理

期間を斟酌する必要から、評価対象デ
ータはおのずと前年10月までの実績に
限られる。これに対しては、複数の委
員から「冬場の疾患が実績に入らない。

それでは循環器系などの専門病院は不
利ではないか」という疑問が出た。
しかし、改定日を変えるあるいは改

定日をまたいだ期間を対象とすること
も難しいことから、当面はこの方法で
実施。影響度を把握して指数上有意な
違いがあることが検証された時点で再
度検討する、ということで合意した。
また、データ提出指数の取り扱いは、
すでに、（1）提出遅滞の場合は「翌々月
に当該評価を1ヵ月50%減じる」、（2）「部
位不明・詳細不明コード使用割合が40%
以上」の場合は当該評価を1年間5%減
じる」とされているが、②の「部位不明・
詳細不明コード」については、これまで
の3桁コードレベルの判定を、4桁以上
コードレベルでのより正確な判定に変
えることにした。
続いて、事務局は「DPC制度の基本

的な考え方に関連する論点」を提示、①
DPCの対象患者、②DPCの包括範囲、
③包括評価の算定方式（1日あたりの点
数）、④医療機関別係数による評価の
あり方と、現行DPCのあり方を見直す
上で、4つの論点を提起した。
4つの論点のうち、①の包括範囲の検

討課題としては、「精神病棟へのDPC
制度適用についてどう考えるか」とい
うことが示された。一般病棟の精神疾
患患者に適用されているMDC17に属す

る諸分類を総合病院の精神科病床（急
性期）に適用するというテーマである。
包括範囲に関しては、議論の中で、

DPC対象外となっている「入院後24時
間以内の死亡」も見直し論点に上がった。
議論の結果、包括範囲（高額薬剤の取
り扱いなど）と医療機関別係数のあり方
を重点的に議論することで意見が一致

した。
また、この日の議論で事務局は、1入
院期間単位で支払うDRG/PPSよりも1
日単位で支払うDPCの方がわが国では
好ましく、現行DPCの基本型に対して
は「何の問題意識ももってないと」と
いう認識を表明した。

□DPC制度の基本的な考え方に関連する論点　　10月26日　DPC評価分科会
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焦点は一般病棟長期入院患者への医療区分導入の可否
中医協総会で慢性期入院のあり方の検討をめぐって議論

10月15日の中医協総会は、厚労省が実
施した横断調査の結果をめぐり、療養
病棟包括評価のあり方とその15対1・13

対1病棟への導入可否について、診療
側委員と厚生労働省の間で厳しいやり
とりが交わされた（1面記事から続く）。

鈴木医療課長は、2012年度ダブル改
定の最大課題は慢性期入院医療である
と公言しているが、早くも前哨戦が始

まった格好だ。
中医協総会の議論を再現してみた。

□中医協総会における慢性期入院のあり方検討をめぐる議論（要旨）10月15日 ＊断りがない限り委員名はすべて診療側である

鈴木医療課長（横断調査の結果につ
いて）横断調査で、療養病床に限ら
ず、一般病棟の13対1、15対1の施設、
老健施設等についても、横ぐしで調
査した。医療療養と介護療養の中の
医療区分は、平成17年は1、2、3の
割合が余り違わなかった。直近はど
うか。平成20年は、20対1病棟では
88～89%が医療区分の2、3だが、介
護療養病棟は27%程度と、入院患者
は極めて異なっている。機能分化が
進んでいるといえる。
医療療養と介護療養における処置

内容の違いをみると、特に医療区分
3にかかわる中心静脈栄養や酸素療
法などはかなり医療療養に特化して
いる。介護療養は実施割合が非常に
少ない。
これを、一般病棟と医療療養病棟

で比べてみた。軽快・治癒の割合は、
医療療養では10%内外で非常に低い
が、一般病棟では、13対1が約6割、15
対1は約5割と、療養病棟と一般病棟
では患者の予後がかなり違う。
そのほかにも、例えば患者の平均年
齢や在院日数等にかなり違いがある。
この辺りは慢性期分科会等で分析さ
せたい。慢性期分科会を再開して取
り組んでもらう作業課題を示す（別掲）。
鈴木委員 横断調査は中医協が依頼
したわけではない。
医療課長 中医協答申の附帯意見に
入っている横ぐし調査というのが横
断調査に入っている。療養病床再編
について評価する、今後のあり方に
ついて考える際に必要なデータとい
うことで、転換意向等連続して調査
してきた。
鈴木委員 今度の調査によると機能
分化が進んでいると。どうして変わ
ったと思っているのか。
医療課長 1つには医療療養病床の
評価の仕方があるのでは。医療療養
病床では医療区分1の評価が2、3に
比べて低い。それが影響している可
能性はあると思うが、この辺りは分
科会で今後調査をしてもらう必要が
あろうかと思う。
鈴木委員 経営がやれない点数をつ
けて転換させたのでこういう結果が
出たと私は思う。今後はそういう荒
っぽいやり方は避けたほうがいい。
西澤委員 一般の13対1、15対1は年
齢や在院日数等で分けた患者のこと
か。それともすべてか。
医療課長 若い人も在院期間の短い
人も含めての数字だ。
西澤委員 15対1、13対1に入ってい
る患者すべてということは、急性期
の患者を含めてADLと医療区分等を
やったと。つまり、長期入院の慢性

期患者に対する調査を一般にそのま
ま当てはめたということか。
医療課長 今入っている患者全員に
ついて調査した。
西澤委員 前回の改定議論で私は、
一般病床、特に急性期の患者にこれ
（医療区分）は当てはまらないのでは
ないかと申し上げた。分科会で協議
するときにはその点を留意してほし
い。
嘉山委員 一般病床の長期患者へ医
療区分を入れるという考え方がある
が、15対1には色々な病態の患者さ
んがいる。病床での医療区分からス
トレートに診療報酬が決められるか
どうかについて再検証をする必要は
ないか。
遠藤会長 つまり、現状の区分の仕
方は診療報酬と対応させるには適切
ではないという発言だが、これはこ
こで議論をする話。もし、問題があ
るのであれば、その可否を専門組織
に分析してもらうことになる。その
問題はこれからやりたいと思うが、
今は調査結果についてやりたい。
嘉山委員（転換意向調査結果につい
て）未定という回答が多い。「地域
では療養病床が必要」という回答も
多いし、「受け入れ先がない」という
不安も多い。一度、介護療養の方も
呼んでいただいた方がよいと思うが。
医療課長 医療と介護の問題を議論
する際に来ていただくことは必要か
もしれない。
西澤委員 今後の検証というのは、
この横断調査をもとにして進めると
いうことか。新たに調査をする可能
性はないのか。
医療課長 分科会で必要だと判断す
れば新たな調査をすることになる。
西澤委員 私はもっと詳細な調査を
することも視野に入れるべきかと。
13対1・15対1の全患者に医療区分を
単純に当てはめてやったということ
には疑問が残る。それから13対1、
15対1における医療提供が出ている
が、このように急性期の病床と慢性
期の病床を年齢とか在院日数も関係
なく比較されると、これだけでは、
13対1、15対1よりも医療療養のほう
が医療提供をしている割合が高いよ
うに見えてしまう。しかし、この医
療提供というのは、あくまでも療養
病床における医療提供ということで
拾い出した項目であり、急性期疾患
すべてに当てはまる医療行為ではな
い。これは、例えば医療提供に差が
ないとか、あるいは医療療養のほう
が高いとか、そういう誤った認識を
持たれる資料であり、その辺は誤解
のないようなきちんとした分析を今

後お願いしたい。
医療課長 この統計自体は確かに一
般病棟の13対1、15対1に入っている
方全員についてお示ししたものだ
が、2つの点がある。1つは、年齢
等々はすべてとってあるので、それ
に分けて分析することは可能であ
る。もう1つは、この調査について
説明する際には必ず、これはそのま
ま素直には比較できませんとしてい
るということだ。
遠藤会長 次に、慢性期評価分科会
にどのような調査を依頼するか議論
したい。既に、医療区分・ADL区分
と診療報酬との関係が適切かどうか
が分かる調査をしてほしいと、それ
から、先ほど追加の調査が必要では
ないかという意見が出たが。
鈴木委員 慢性期分科会では医療区
分の見直しも含めて行なうというこ
とでよろしいか。
医療課長 アプリオリに見直すとい
うことより、5段階から9段階に分け
たことの評価をした上で、何らかの
手直しをする必要があるかどうかを
含めて分科会で検討いただければい
い。
鈴木委員 もう少し広く見直してほ
しい。13対1、15対1への医療区分導
入は前改定のときに、慢性期の指標
をいきなり急性期病床に入れるのはお
かしいということで見送られた。地域
によっては一般病床の15対1で急性
期医療を担っている病院もあるし、
1病棟しかない病院では、1つの病棟
に急性期から慢性期まで幅広く入れ
て診ている。そういった病棟・病院
をどのように扱うのか。ぜひその辺
の検討をしっかり行なってほしい。
医療課長 その点については、基本
的には分科会で、例えば地域特性を
どう考えるのかということも含めて
議論いただき、最終的には、この総
会で、議論、判断いただきたい。
安達委員 医療区分1、2、3を決め
たときのデータの扱いが極めて乱暴
だったと我々は思っている。それが
転換意向調査で、行き先を決められ
ないでいる1つの大きな理由である。
医療区分1には、軽度のものから相
当重度のものまであり、本当にこん
なものが区分1かというものもある。
医療と介護における平成17年と平成
22年の区分1の具体的な中身は、こ
れからの議論に必要なので、ぜひデ
ータとして出していただきたい。
支払側白川委員 医療区分1につい
て、ある程度つかめるような調査は
必要かとは思う。
安達委員 基本的に、我々は、この
区分の区分けと点数設定を行なった

ときの基礎データに非常に強い不満
と不信感を持っている。医療提供指
示の変更頻度で、1ヵ月あるいはそ
れ以上長い期間としたケースは、実
質的に厚労省で「医療必要度が低い」
ところに分類された。これはやはり
おかしい。急性期病床ではないのだ
から、指示の変更が高頻度でないか
らといって医療提供が軽いというこ
とには決してならない。重症だけど、
安定しているから指示はそのままと
いう場合を含んでいる。したがって、
医療区分の分布に経年変化が出たの
であれば、その中身がどう違ってい
るのかを見ることは大事な作業なの
ではないのか。分類の中身の変更を
検討する議論を実態に即してやった
方がよい。
白川委員 どういう調査項目にする
かは、慢性期分科会で検討後、この
場でもう一度議論する場面があると
思う。基本的には私は、特に医療区
分の1については、中身が分かる調
査をするということには賛成だ。
医療課長 医師の医療提供頻度で医
療区分をしているわけではない。む
しろ、具体的な医療手技もしくは病
名で切っている。医療区分1の中の
割り振りについては、分科会の方で、
まずは今ある調査の中で分かるのか
どうかということを見ていただい
て、不能であれば、それは新たに調
査をかけるということになろうかと
思う。
遠藤会長 要するに既存データで分
かるのかどうかということ。分かる
か分からないかも分からない状態で
あるので、その辺りも分科会の方で
検討するということで、依頼事項と
してはそういうことになるのでは。
安達委員 今の話は全く容認できな
い。区分の中身を決めたのはその調
査ではないが、点数設定ではその調
査を使ったはずだ。そうでなければ、
あの改定後の介護保険部会で慢性期
分科会の池上座長がわざわざ会見ま
で開いて、「我々が議論したのはこ
んな内容ではなかった」とおっしゃ
ることはなかった。あの設定のやり
方は極めて乱暴であったと改めて申
し上げる。
嘉山委員 この辺でそろそろ現場に
おりてはどうか。この医療区分で医
療現場がどうなっているか、一度、
公益委員も1号側も現場に行ってい
ただいて、この医療区分でどういう
問題が起きているかというのを一度
ぐらいみてはどうか。
遠藤会長 その件は私に預からせて
いただけないか。

慢性期入院医療の包括評価調査分
科会で、今後、慢性期入院医療に関
して、以下の調査・検証を進めては
どうか。

（1）2010年度改定で行った療養入
院基本料変更の影響についての検証
平成22年度改定で行った算定要件

と包括評価の区分の見直し等の影響
を確認する。
（2）慢性期入院医療の在り方の総合
的検討に資する検証（一般病床にお
ける長期入院患者への医療区分・
ADL区分に基づく包括評価導入及び
特定患者の定義および特定入院基本
料のあり方の検討に資する検証も含

む）
「医療施設・介護施設の利用者に関
する横断調査」において、本年6月の
医療療養病棟、一般病棟（13対1・15
対1）、障害者病棟等における患者実
態、施設特性を調査していることか
ら、これらの詳細な検証を行なう。
（3）認知症患者の状態像に応じた

評価の在り方についての検証
今後の認知症患者の状態把握方法、
適切な評価の在り方について検討を
行なう。「横断調査」で、医療療養病
棟、一般病棟（13対1・15対1）、障害
者病棟等における認知症高齢者の日
常生活自立度を調査していることか
ら、これらも併せて検証を行なう。

□慢性期入院医療に係る調査・検証の進め方　　10月15日　中医協総会　
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全日病が出産育児一時金でアンケート。医療保険部会に報告

全日病は9月に「出産育児一時金制度
についてのアンケート」を実施、その結
果を、神野正博副会長が10月13日の社
保審・医療保険部会で発表した。
産科・産婦人科を標榜する200床以上
の会員病院（140病院）のうち81病院が
アンケート調査に回答（回答率57.9%）、
そのうち93.8%が「直接支払い制度は患
者さんのためになった」と回答した。
産科医療機関に対する出産育児一時

金の直接支払いは、2009年10月に、支

給額を38万円から42万円へ引き上げる
のと同時に実施された。
ただし、支払いまで1～2ヵ月要する

ことから、資金繰り等で対応できない
産科医療機関には10年3月末までその
実施を猶予。実施猶予はこの4月に、
さらに1年間延期された。11年4月以降
の取り扱いをどうするかは、現在、医
療保険部会で審議されている。
その医療保険部会では、今後の支払

方法に関して、①保険者から妊婦等へ

直接支給する方法（申
請者・被保険者、受取
人・被保険者＝出産
後）、②受取代理制度
（申請者・被保険者、受取人・医療機
関＝出産前）、③直接支払制度（申請
者・医療機関　受取人・医療機関＝出産
後）、④（申請者・被保険者＝医療機関
の代行可、受取人・被保険者＝※被保
険者の希望で医療機関を受取者とする
ことも可＝出産前）と4案が提案され、

議論は膠着状態にある。
そうした状況に、医療保険部会の出

産育児一時金に関する専門委員に任命
されている神野副会長は、産科を有す
る病院の実態と意見を議論に反映させ
る必要があると考え、全日病会員病院
を対象に、今回の調査を実施したもの。

全日本病院協会「出産育児一時金制度についてのアンケート」結果

調査客体　会員病院のうち産科・産婦
人科を標榜する200床以上
の病院（140病院）

調査内容　出産育児一時金の直接支払
い制度導入による影響

調査期間　9月28日～10月5日
回答数　　81病院（回答率　57.9%）
「直接支払い制度は患者さんのために
なったと思うか」という質問に対して、
93.8%の病院が「患者さんのためになっ
た」と回答した。「ならない」は1.2%、「ど
ちらともいえない」が2.5%であった。
「直接支払い制度導入による事務負担

量の変化」については、「増えた」51.9%、
「増えたが許容範囲」35.8%、「変わらな
い」6.2%、「減った」4.9%と、9割近くの
病院で事務負担が増加しているが、そ
のうちの42%は「許容範囲」とし、軽微
な増加に過ぎないとみなしている。
直接支払いによる患者からのクレー

ムがあったのは4.9%で、大多数（95.1%）
はクレームが生じていない。
直接支払い制度導入による経営への

影響については、79.0%が「ない」と、
19.8%が「（運転資金の）借り入れまでは
必要ない」と答え、未回答（1.2%）を除く

すべての病院が経営への影響は生じて
ないと答えた。
直接支払い制度開始後の分娩費未払

い状況は、「変わらない」6.2%、「変わらな
い（元々ない）」18.5%、「減少した」72.8%
と、7割以上が未払いの減少を認めた。
2011年度以降の出産育児一時金制度

については、「継続」が59.5%、「改善し
て継続」が31.0%と、9割の病院が、改善
を含めて直接支払い制度の継続を望ん
でいる。ただし、継続するにあたって
は、手続の煩雑さを改善するなど事務
負担の軽減を求める意見が出ている。

■直接支払い制度導入による事務負担
量の変化

厚労省が医療提供体制のグランドデザイン
1年ぶりに医療部会 10年度内に策定。医療部会の議論とは別

社会保障審議会の医療部会が10月15
日に1年ぶりに開かれ、当面する医療提供
体制の諸課題に関する議論を開始した。
事務局（厚労省医政局総務課）が提示

した医療部会の検討テーマ（別掲）は多
岐にわたるが、それらの背景には、今年
6月18日に閣議決定された「新成長戦略」
工程表の「Ⅱ　健康大国戦略（医療・介
護サービスの基盤強化）」に盛り込まれ、
政府から「早期実施事項（2010年度に実
施する事項）」と、期限付きで実現を求
められている諸課題が控えている。
その筆頭に書き込まれているのが、

「医療提供体制（マンパワーを含む）に関
する今後の需要予測を踏まえたグラン
ドデザインの策定」である。
医療部会の招集は、当然に、この「医

療・介護サービスの基盤強化」の設計図
面となる「グランドデザイン」策定の
ための議論が目的かと思われた。
しかし、部会の冒頭に、委員の1人か
ら「グランドデザインの策定に、医療部
会や検討会は関与できるのか」とたず
ねられた事務局は、「グランドデザイン
は今年度いっぱいに作成する。グラン
ドデザインの作成スケジュールと関連検
討会は必ずしも一致していない。状況
に応じて対応したい」（岩渕豊総務課長）

と、事実上、省内のみの検討でまとめ
る意向であることを明らかにした。
その背景には、グランドデザイン作

成の手順が省内で明確になっていない
という事情がある。部会終了後の報道
陣とのやりとりで、医政局の幹部は、
民主党および政務3役との意思疎通が
円滑に進まず、諸課題の優先順位設定、
実現の方向性と方策、そして対応の手
順と工程をフィックスすることが難し
く、多くの政策課題が流動的であるこ
とを示唆した。
医療部会で、事務局は、①調査結果

から明らかになった都道府県ごとの医
師不足への対応は「地域医療支援セン
ター（仮称）」を拠点とし、各都道府県の
裁量で対応していく、②2013年度から
の次期医療計画の開始に向けて「医療
計画の見直しに関する検討会（仮称）」を
開催、11年度中を目途に検討結果をと
りまとめる、ことを明らかにした。
「地域医療支援センター」については、
（1）大学医学部との連携を構築し、もっ
ぱら地域枠で育った医師を対象に派遣
体制を確保する、（2）中核病院とも協力
体制を維持し派遣可能な医師を確保す
る、（3）県内の医師確保対策の情報を一
元的に提供する総合窓口となる、③求

人・求職情報を全国的に提供する、と
いうイメージが考えられている。
同日の部会で、日看協の委員は「夜

勤明けから12時間おかないと次の勤務
に就けないよう、勤務条件の改善を労
基法と照らし合わせて検討するよう医
療部会として労働基準局に提案できな
いか」と提起した。
「医療計画改訂の際に、2次医療圏を
見直してはどうか」あるいは「必要医師
数は毎年見直す必要がある」と問題提

起する意見も出た。
「医療と介護を一体に議論すべきであ
る」との指摘も示された。
そうした中で、西澤委員（全日病会長）
は、①需給予測を緻密に行なうこと、
その際、例えば女性医師には子育て休
職といった要素を織り込むなど、実態
をよく踏まえること、②地方の勤務医
が出張研修に出るときに代用医師を派
遣する仕組みが必要、③医師数を単に
人口比でみるとか医師の絶対数を重視
するのではなく、地域特性の関係で分
布と偏在をみるべきである、④医療だ
けでみるのではなく、介護・福祉・医
療と横断的に考えるべきである、と主
張した。

□医療部会の当面の開催予定

年内に、以下のようなテーマに沿って数回程度開催（予定）
○医療を支える基盤（ソフト）・医師等医療人材の確保・情報提供・広告・安全確
保・医療法人
○医療を支える基盤（ハード）・医療施設体系・特定機能病院、地域医療支援病院
○地域における医療体制・医療計画・救急医療、小児・周産期医療・在宅医療
※医療計画については別途検討会を設置

□医療計画の見直しに関する検討会（仮称）について（案）

1. 検討項目
・医療体制の構築に係る指針に示された、4疾病5事業に係る医療機関に求められる医
療機能の見直し
・医療計画の達成状況を把握するための指標の在り方
・医療計画策定のためのデータ集積・分析等の在り方等
2. スケジュール
2013年度からの次期医療計画の開始に向けて11年度中を目途に検討結果をとりまと
める。

看護業務検討WG

厚生労働省の「チーム医療推進のため
の看護業務検討ワーキンググループ」は、
10月20日、前回に引き続いて看護業務
実態調査の結果分析について議論した。
併せて、特定看護師養成調査試行事業
に指定された大阪府立大学院と大分県
立看護科学大学大学院からモデル事業
の説明を受けた。
WGでは、まず、看護業務実態調査

を実施した厚労省研究班の前原主任研
究者（防衛医科大教授）が、WGメンバ
ーからの求めに応じてまとめた調査結
果の解析データについて報告した。
解析結果の1つ「“現在看護師が実施”
が10%以下の施設区分別回答数（看護師

回答）」は、WGメンバーの神野正博総
合恵寿病院長（全日病副会長）が依頼し
たデータ。神野氏は「訪問看護ステー
ションは、（実施率10%以下という）難し
い行為を実施している者の割合が、特
定機能病院、それ以外の病院、診療所、
認定看護師、専門看護師のカテゴリー
にくらべて高い」と、在宅医療に携わる
訪問看護師の業務に関心を示した。
さらに、「中心静脈カテーテル挿入」を
例に取り上げ、「実施率10%以下の行為
には、チーム医療として、専門の人が
いるところでマンツーマンで教育すべき
ものがより多い。教育の問題としてジ
ェネレーターをどうするかという問題

が、この10%以下の
ところにある」とい
う所感を表わした。
この指摘に、前原主任研究者は、「病
床規模別で比較すると、確かに病床数
が少ないところでよく業務がなされて
いる。経管栄養用の胃管の挿入・入れ
替え、手術時の助手、造影剤の投与等
は200床以下の病院で多い。中心静脈
カテーテル挿入などは若い医師にも難
しい行為だ。それが訪問看護師でされ
ている」と評価した。
看護業務実態調査については、同じ

内容の行為リストを使って日本医師会
が独自に行っている。これについて、

同日のWGは、日医所属委員が、親会
議であるチーム医療推進会議（10月29
日）に調査結果を報告、その場でWG
における取り扱いを決めることを確認
した。
また、前原主任研究者は、看護師以

外の職種にかかわるチーム医療の実態
を捕捉するために、日本薬剤師会や日
本理学療法士会など9団体の協力を得
てアンケートを実施するとともに、関
係学会への聞き取り調査も進めている
ことを明らかにした。

▲神野副会長（右）は全日病の調査結果を医療保険部会に報告した

会員病会員病院は院は直接直接払い制度を支い制度を支持。業務改善業務改善求める声も求める声も会員病院は直接払い制度を支持。業務改善求める声も

訪問看護訪問看護ステーステーションで「実施実施率10%0%以下」の行為の行為訪問看護ステーションで「実施率10%以下」の行為
高難易度医行為高難易度医行為が20200床以床以下に下に目立つ―看護業務実態調査の解析結果目立つ―看護業務実態調査の解析結果高難易度医行為が200床以下に目立つ―看護業務実態調査の解析結果


